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サンポートホール高松友の会「さんぽーと CLUB」会員規約 

 

〈名称〉 

第 1条 この会は、サンポートホール高松友の会「さんぽーと CLUB」（以下「さんぽーと CLUB」

といいます。）といいます。 

〈趣旨〉 

第 2条 「さんぽーと CLUB」は、広く文化芸術に関心を持つ人々によって構成され、公益財団法

人高松市文化芸術財団（以下「財団」といいます。）が行う事業への参加を通して、地域文化の

向上に寄与するものとします。 

〈会員〉 

第 3条 会員とは、「さんぽーとＣＬＵＢ」の趣旨に賛同し、本規約を承認のうえ財団に入会を

申し込み、財団が入会を認めた方をいいます。 

2  会員が資格を有する期間（以下「会員期間」といいます。）は、財団が入会を認めた日から翌

年同日の属する月の前月の末日までとします。以後、会員期間を更新するときは、翌月の初日

から 1年間とし、その後もこの例によります。 

〈会費〉 

第 4条  年会費は一人 1,000 円とします。 

〈会員証〉 

第 5条  会員には会員証を発行します。 

2  会員証は会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与等はできません。 

〈入会および更新手続き〉 

第 6条 「さんぽーと CLUB」に入会される方は、入会申込時に年会費を納入するものとします。 

2  更新の手続きは、会費の納入をもって行います。 

3  会費の納入方法は、第 9条第 1項に定めるものとします。 

〈会員サービス〉 

第 7条 会員は、財団が指定する公演について、次のサービスを受けることができます。 

(1) 公演チケット先行予約購入 

ア 公演チケット（以下「チケット」といいます。）の一般発売に先行して予約および購入でき

ます。 

イ 先行期間は、公演ごとに財団が定めます。 

(2) チケット購入割引 

ア 定価から割引した価格で、チケットを購入できます。 

イ 割引率は、20％を上限として、財団が公演ごとに定める率とします。 

ウ 割引計算した価格の 100 円未満の金額に関し、財団が 100 円単位に調整することがありま

す。 

エ 割引チケット購入枚数の上限は、1公演につき 5枚までです。 

(3) チケット割引の特例 



入会と同時にチケットを購入する場合は、次の特例があります。 

ア 前号に定める割引額（以下「通常割引額」といいます。）が、1,000 円以下のとき 

① 購入枚数１枚に限り割引額を 1,000 円とします。 

② ①の購入と同時に 4枚までを通常割引額で購入できます。 

イ 通常割引額が、1,000 円を超えるとき 

① 割引額を通常割引額とし、5枚までを通常割引額で購入できます。 

(4) 公演情報等のお知らせ 

財団が発行する行事案内・情報誌等を定期的にお送りして公演情報等をお知らせします。 

(5) その他 

公演出演者の記念品を抽選でプレゼントします。 

〈チケットの予約、購入〉 

第 8条 会員は、サンポートホール高松の窓口（電話も含む。）でのみ、チケットの先行予約、

購入および割引のサービスを受けることができます。 

2  会員は、サンポートホール高松の窓口にてチケットを予約および購入するときは、会員証を

提示するものとします。 

3  会員は、電話によりチケットを予約および購入するときは、会員番号、氏名および電話番号

を申し出るものとします。 

4  会員が予約チケットの郵送を希望する場合、財団は、チケット代金および所定の郵送料の入

金を確認のうえ、会員の登録住所あてにチケットを送付するものとします。 

5  会員は、チケットを受け取ったときに誤りがある場合は、すみやかに財団へ連絡するものと

します。 

〈会費の納入〉 

第 9 条 会費の支払方法は、現金払い（現金書留も含む。） および振込払いとします。ただし、

入会時は現金払い（現金書留も含む。）のみとします。また、振込等にかかる手数料は、会員側

の負担となります。 

〈チケット代金の決済〉 

第 10条 チケット代金の支払方法は、現金払い（現金書留も含む。）および郵便振替払いとし、

財団が指定する期日までに支払うものとします。期日までの支払いがない場合は、予約の取り

消しとなります。また、振込等にかかる手数料は、購入者側の負担となります。 

〈会員証の紛失、盗難〉 

第 11条 会員が会員証を紛失、または盗難にあったときは、直ちに財団に届け出、所定の方法に

より再発行を受けるものとします。また、再発行時にかかる手数料は、当該会員の負担となり

ます。 

2  会員証を他人に利用されたことにより生じた損害については、財団はその責めを負いません。 

〈届出事項の変更等〉 

第 12条 会員は、氏名、住所、電話番号等申し込みの記載事項に変更を生じた場合は、直ちに財

団に届け出るものとします。 



２ 会員は、前項の届け出がないために財団からの送付書類等が延着または不到着となっても、

異議を申し述べることができないものとします。 

〈退会〉 

第 13条 会員は、退会するときに、財団へ退会の届け出をするとともに、会員証を返却するもの

とします。なお、支払済みの年会費については返還しないものとします。 

〈会員資格の喪失〉 

第 14条 財団は、会員が虚偽の申告を行い、代金の支払いを怠り、または会員としてふさわしく

ない行為をしたときは、会員資格を取り消すことができるものとします。 

〈規約の変更〉 

第 15条 本規約を変更したときは、財団は会員に通知するものとします。 

〈事務局〉 

第 16条 「さんぽーと CLUB」の事務局は、財団内に置きます。 

〈その他〉 

第 17 条 この規約に定めるもののほか、「さんぽーと CLUB」の運営に関し必要な事項は、財団が

別に定めるものとします。 

 

      附  則 

    この規約は、平成 16年 1月 5日から施行します。 

      附  則 

    この規約は、平成 19年 10 月 26 日から施行します。 

      附  則 

    この規約は、平成 20年 3月 1日から施行します。 

      附  則 

（施行期日） 

1  この規約は、平成 20年 11 月 1日から施行し、平成 21年 1月 1日から適用する。 

（経過措置） 

2  この規約の施行の際、現に会員である者および平成 20年 12 月末までの間の新たな会員につい

ての年会費、会員サービス、チケットの予約・購入、代金の決済等の適用については、平成 20

年 12 月 31 日までの間は、なお従前の規約の定めるところによる。ただし、現会員が平成 20年

12 月末までにする平成 21年 1月 1日以降の期間の更新手続きに係る年会費については、附則第

１条の規定に係らず、平成 20年 11 月 1日から適用する。 

3  この規約の適用後においても、従前の更新時特典である財団が主催する公演チケットの 

500 円割引券および「ドリンク＆焼き菓子」引換券の有効期限未到来分については効力を有する。 

附  則 

    この規約は、平成 24年 4月 1日から施行します。 
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